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集めているのが、訪問看護ステーションであ
る。
　訪問看護ステーションでは、医師の指導の
下で保健師、看護師、准看護師、理学療法士、
作業療法士が居宅へ訪問して行なう療養上の
世話、または必要な診療の補助を行っている。
このような訪問看護ステーションが生まれた
背景には、日本の人口構成の変化や国民医療
費の高騰、そしてそれに伴う国の医療政策の
転換による様々な医療制度の変化が存在して
いる。
　ところが、訪問看護ステーションには大き
な期待がかけられているにもかかわらず、い
くつかの問題が指摘されている。このような
問題には、訪問看護ステーションに所属して
いる個別の構成員にその原因を帰着できる問
題も少なくない。しかし、個別の問題には帰
着できない問題、すなわち、訪問看護ステー
ションという制度や、訪問看護ステーション
を設置する法人を含めた訪問看護ステーショ
ンの経営構造の問題に帰着させざるを得ない
ような問題も見られる。
　そこで本論では、訪問看護ステーションの
制度的枠組の問題から出発し、訪問看護ス

₁．問題の所在

　我々の社会を構成する人間集団は、様々な
要因に影響を受けながら活動している。人間
集団の活動に影響を与える要因としては、技
術や文化なども考えられるが、近年注目され
ている要因として、制度があげられる。
　制度は、人間集団の形成から消滅までの各
段階においてその人間集団に影響を与え、あ
る時にはその集団の活動を規制し、ある時に
は活動を後押しすることもある２）。そして法
律をはじめとする各制度は、たいていの場合
現実の様々な変化を反映して規定されるので
あり、それは医療においても例外ではない。
　現在の日本においては、高齢化や国民医療
費の高騰に伴い、医療に関係している人間集
団も、他の人間集団と同様に非常に多様化し、
同時に様々な制度の下で活動している。医療
を行う代表的な人間集団は病院であるが、上
で述べたような環境の変化に伴い、病院だけ
で多様化した社会的な医療のニーズに応える
のは非常に困難になってきている。そのため、
病院以外にも医療を行う人間集団が存在する
ようになってきている。その中で現在注目を
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うになって以来、年々増加している。２００4
年度（平成16年度）の国民医療費の総額は
3２兆1，111億円であり、前年度と比較して
5，７3７億円増加している。年齢別に見てみ
ると、65歳未満で15兆７，０14億円、65歳以上で
16兆4，０９７億円となっている。一人あたりで
は65歳未満で15万２，７００円であるのに対して、
65歳以上では51万９，８００円となっている。
　国民医療費が高騰している原因としてはい
くつか考えられ、田村（1９８4）によると、①
人口の高齢化による医療需要率の増加、②国
民皆保険の実施による医療需要率の増加、③
急性的疾患から慢性的疾患への疾病構造の変
化、④医学医療の進歩による１件当り診療費
の増大、⑤医療経済における効率的システム
の欠如があげられている。このうち、上で述
べた高齢化との関連では、医学医療の進歩と
の関係が指摘されている４）。

（₂）訪問看護ステーションをめぐる制度

　上で述べたような背景を受けて、訪問看護
ステーションの設置が推進されるようになり、
特に規制緩和による制度改正によってこの分
野への参入者が飛躍的に増加した。この訪問
看護ステーションの設置や管理に関連する主
な制度としては、介護保険法、老人保健法、
健康保険法といった法令、厚生労働省による
省令、さらに各地方自治体が定めた条例があ
る。
　訪問看護ステーションとは、健康保険法第
８８条第一項に定められた訪問看護５）を行う事
業所のうち、病院又は診療所以外の事業所を
指す。そして、同法第８９条第一項により、厚
生労働省令に基づき訪問看護事業を行う者の
申請により事業所ごとに厚生労働省の指定を
受けることが定められている６）。また、介護

テーションの経営構造の問題まで視野に入れ、
現在の訪問看護ステーションが直面している
課題について考察していきたい。

₂．訪問看護ステーションを巡る状況

（₁）設置の背景

　我が国では1９９1年（平成３年）の老人保健
法の改正によって老人訪問看護制度が創設さ
れ、1９９4年（平成６年）の健康保険法改正に
より在宅療養者に対しても訪問看護制度が創
設された。さらに２０００年（平成1２年）の介護
保険制度の施行に喚起された訪問看護のニー
ズの高まりに対して、２００２年（平成14年）には、
看護師が利用者宅を定期的に訪問し、ケアを
提供する訪問看護ステーションも制度化され
た。このような訪問看護ステーションの制度
化の背景には、いくつかの社会的状況が存在
している。このうち、大きなものとしてあげ
られるのは日本社会の高齢化と、国民医療費
の高騰である。
①日本社会の高齢化

　２００5年（平成1７年）に日本人の平均寿命は、
男性７８.56歳、女性８5.5２歳と、男女共にこれ
までの記録を更新し、２００6年（平成1８年）に
男性７９.００歳、女性８5.８1歳と女性が若干短く
なったものの、高い水準を維持している。ま
た、他国と比較してもかなり高い水準にあり、
総人口に占める高齢者の人口も非常に多く
なっている３）。このような日本人の平均寿命
の上昇に伴い、看護対象の増加が見込まれる
一方、病院での在院日数は短縮していく傾向
にあり、医療と看護のニーズをもったまま居
宅で過す者が増えていくことは容易に推測さ
れる。
②国民医療費の高騰

　国民医療費は、1９54年に統計が取られるよ
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の指示に基づき適切な指定訪問看護が行わ
れるような必要な管理をしなければならな
い。

②指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提
供の開始に際し、主治の医師による指示を
文書で受けなければならない。

③指定訪問看護事業者は、主冶の医師に所定
の規定による１０）訪問看護計画書および訪問
看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供
に当たって主治の医師との密接な連携を図
らなければならない。

　人員以外の項目についても、同省令は訪問
看護ステーションの設置・運営に関して細か
く定めている。なお、訪問看護ステーション
を設置する法人については、その法人がどの
ような法人であるのか－たとえば医療法人で
あるのか他の公益法人であるのか、または営
利法人であるのか－によってそれぞれ異なる
法律が適用される。

₃．訪問看護ステーションの経営構造

（₁）設置主体の多様性と訪問看護ステー

ションの経営構造

　訪問看護ステーションは、それ自体は法人
格を持たず、何らかの法人格を持った設置主
体の下で実際に活動する機関として存在して
いる。安齋らの研究によると、医療法人をは
じめ、財団法人、医療生活協同組合、さらに
は社会福祉法人、生活協同組合、有限会社な
どさまざまな設置主体によって訪問看護ス
テーションが設置されている、ということが
指摘されている１１）。この指摘は、訪問看護ス
テーションの経営構造を考察する上で興味深
いと言える。なぜならば、訪問看護ステーショ
ンのように多種多様な設置主体の下で活動す
る機関というのは他にあまり例を見ないから

保険法第７０条第二項において、都道府県知事
は申請者が法人でないときは事業所に指定し
てはならないと定められており、訪問看護ス
テーションを設置できるのは法人のみである
ことがうかがえる。
　また健康保険法第９２条では、「指定訪問看護
事業者は当該指定に係る訪問看護事業者ごと
に、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労
働省令で定める員数の看護師その他の従業者
を有しなければならない」と定められており、
同様に介護保険法第７4条第一項でも「指定居
宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所
ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚
生労働省令で定める員数の当該指定居宅サー
ビスに従事する従業者を有しなければならな
い」と定められている。そして、その具体的
な内容については「指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営に関する基準」（平
成11年厚生省令第3７号）に定められている。
同省令では、人員について以下のように定め
ている７）。
①保健師、看護師又は準看護師（以下看護

職員という）を常勤換算法８）で２.5以上と
なる員数。これに加えて、理学療法士、作
業療法士又は言語聴覚士を指定訪問看護ス
テーションの実情に応じた適当数。このう
ち、看護職員のうち一名は常勤でなければ
ならない。

②指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ス
テーションごとに専らその職務に従事する
常勤の管理者を置かなければならない。

③指定訪問看護ステーションの管理者は、保
健師又は看護師でなければならない。

　さらに、主治の医師との関係については以
下のように定められている９）。
①指定訪問看護事業所の管理者は主冶の医師
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数は、全体に占める割合も急激に増大してい
る。（表１）
　このような、訪問看護ステーションの設置
主体の多様性というのは、訪問看護ステー
ションの経営構造にも大きな影響を与えると
考えられる。具体的には、訪問看護ステーショ
ンの設置主体が医療法人であるか、もしくは
医療法人以外であるかで大きく異なる。これ
については以下の三つの点で顕著な違いが現
れる。
　第一に、円滑なコミュニケーションが行え
るか、という点である。
　設置主体が医療法人である場合、その医療
法人の下に病院や診療所が医療機関として設
置されていることがほとんどであろう。その
ため、訪問看護ステーションに指示書を出す
医師が同一法人の下にある病院や診療所に勤
務している医師である可能性が高いため、医
師と訪問看護ステーションとの間でのコミュ
ニケーションが円滑に進む可能性が高まる。
医療行為のような対人サービスは、サービス
提供者間でのコミュニケーションの重要性が
非常に高いため、医師と訪問看護ステーショ
ンの間で円滑なコミュニケーションが行われ

である。たとえば、ごく一部の例外的な措置
を除けば、私立大学をはじめとする私立学校
のような教育機関は、学校法人が設置するこ
とになっているし、私立病院や診療所のよう
な医療機関については、医療法人が設置する
ことになっている１２）。
　訪問看護ステーションの設置主体の多様性
は、以下の表からも見て取れる。厚生労働省
の統計によると、訪問看護ステーションの
設置主体として最も数が多いのは医療法人
で、全ての年度にわたって最大となっており、
２００5年度（平成1７年度）では全体の約46％を
占めている。ただし、全体に占める割合は
減少傾向にある。次に多いのは２００２年度（平
成14年度）までは社会福祉法人であったが、
２００3年度（平成15年度）以降は営利法人が医
療法人の次に多くなっている。そして、NPO

が設置主体となっている訪問看護ステーショ
ンを除くと、他の設置主体による訪問看護ス
テーションの数はほぼ横這いもしくは若干減
少しつつあるのに対して、営利法人が設置主
体となっている訪問看護ステーションの数は
急激に数が増えている。また、営利法人が設
置主体となっている訪問看護ステーションの

表１
平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年

総数 ４，７３０ ４，８２５ ４，９９１ ５，０９１ ５，２２４ ５，３０９
地方公共団体 ２３９ ２４９ ２４３ ２４８ ２４７ ２３２
公的・社会保険関係団体 １５５ １６２ １１７ ９６ ８６ ８４
医療法人 ２，５２１ ２，５１９ ２，５３０ ２，５１０ ２，５０７ ２，４６３
社会福祉法人 ４９２ ４９７ ５０２ ４９３ ５１１ ５０５
医師会 ３３０ ３３７ ３３７ ３３７ ３２５ ３２３
看護協会 １４９ １５２ １５７ １６０ １６１ １６２
社団・財団法人 ３３８ ３３４ ３４２ ３４７ ３４７ ３５０
協同組合 ２０４ ２１０ ２５４ ２８８ ２９３ ２９０
営利法人 ２８６ ３３６ ４５８ ５５５ ６８０ ８１４
特定非営利活動法人（NPO） １６ ２０ ２６ ３１ ３７ ５０
その他の法人 - ９ ２５ ２６ ３０ ３６

厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課「介護サービス施設・事業所調査」各年度版より作成。数値は事業所数。
なお、平成１２年度については「その他の法人」についての記載がないので省略。
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当初から期待できる医療法人の下の訪問看護
ステーションは、他の法人が設置した訪問看
護ステーションよりも非常に恵まれていると
考えられる。
　医療法人が設置する訪問看護ステーション
の優位性に関連して、二木（1９９８）の指摘は
重要であると思われる。二木は「保健・医療・
福祉複合体」という用語を用いながら、医療
法人が病院・診療所のみならず他の様々な施
設を開設することの優位性を説明している。
二木によると、老人保健施設など医療法人が
直接設置できる施設に限らず、特別養護老人
ホームやケアハウスなどでも１３）病院が母体と
なっている施設が非常に多く、特に同一法人
内で複数の病院を開設しているような「病院
チェーン」においてこのような動向が顕著に
見られたと同時に、中小病院や診療所も様々
な施設を併設しているという１４）。
　このような「保健・医療・福祉複合体」の
メリットについて、二木は患者・利用者の施
設・サービスの流れを垂直統合することによ
り、範囲の経済のメリットおよび取引コスト
の節約のメリットが得られると述べている１５）。
また、多様な保健・医療・福祉サービスを継
続的・包括的に提供することにより、患者の
利便性や安心感を向上できるというメリット
もあるという１６）。このようなメリットが存在
する反面、二木はこの「保健・医療・福祉複
合体」の展開により、①顧客の囲い込みによ
る地域独占、②「福祉の医療化」による福祉
本来の発展の阻害、③利益の上がる分野への
集中による「利潤極大化」、④中央・地方政
治家・行政との癒着、など様々な問題がある
ということも指摘している１７）。

るということは、高い質のサービスの提供を
可能にするということを意味している。
　第二に、市場開拓の点についてである。
　設置主体が医療法人であると、上で見たよ
うに同じ法人内に医療機関があるため、その
機関から利用者があてがわれる可能性が非常
に高くなる。そのため、訪問看護ステーショ
ンが独自に市場の開拓をする必要性が低くな
り、安定した経営を行うことが可能になる。
　第三に、資源の共有化や節約が促進される
か、という点である。
　医療法人が設置主体である場合、医療行為
を行う機関が訪問看護ステーションの他に少
なくとも一つは存在することが想定される。
そのため、他の医療機関と合わせて訪問看護
ステーションは医療に必要な資源を共有化し
たり、同時に大量発注することによって節約
することが可能になる。
　また、設置基準にあるように、訪問看護ス
テーションにおいて鍵となる人材は看護師で
ある。この看護師の確保においても医療法人
が設置主体である場合は、他の法人が設置主
体である場合よりも格段に有利であると考え
られる。なぜならば、既存の医療機関におい
てすでに看護師を確保している可能性が非常
に高く、訪問看護ステーションに必要な看護
師を確保することが非常に容易であると考え
られるのである。
　このような点からみて、医療法人が訪問看
護ステーションを設置する場合と、医療法人
以外の他の法人が訪問看護ステーションを設
置する場合とでは、医療法人が訪問看護ス
テーションを設置する方が多くの点で有利で
ある点は否定できない。特に、市場の開拓と
いう点から見て、訪問看護ステーションの経
営の安定化を図る上である程度の市場が開設
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が故に、多くの収益を上げたり費用を削減す
ることに、医療法人よりもさらに多大な努力
を要求されることになる。そのため、同一地
域において医療法人による訪問看護ステー
ションと営利法人による訪問看護ステーショ
ンで競争が起きた場合、営利法人による訪問
看護ステーションの方が厳しい環境に置かれ
ることになると考えられる。このような環境
の下で競争に生き残るためには、営利法人が
行える自由度の高い資金調達などを活用する
必要がある。

₄．今後の課題

　訪問看護ステーションは、これから先さら
に高齢化が進む日本の社会で在宅医療におい
て今後さらに重要になっていくのはまず間違
いないことであろう。しかし、本論で見たよ
うに訪問看護ステーションに関連する制度的
な問題、特に訪問看護ステーションを設置す
る法人の違いにより問題が存在することが明
らかになった。そこでこの点を踏まえて、今
後明らかにすべき課題について述べて本論を
締めくくりたい。
　医業経営の非営利性等に関する検討会は、
現行の社団医療法人における非営利性につい
て、医療法人は民間の法人であって「営利を
目的としない」ものであることを再確認し、
営利を目的としている営利法人とは明らかに
違うものであることを明確にすることは、医
療法人制度に関する国民の理解を高めるた
めにも大切なことである、と指摘している１８）。
その背景には、医療法人制度が創設されて約
5０年が経過して、様々な手段を用いて医療法
人が事実上営利を目的として経営されている、
という主張があるという１９）。既に本論で見た
ように、訪問看護ステーションの経営におい

（₂）営利法人が設置する訪問看護ステー

ションの経営構造

　上で見たように、訪問看護ステーションの
設置主体において最も数が多いのは医療法人
であるが、次に多くかつ近年急激に増えてき
ているのは営利法人である。この営利法人が
設置する訪問看護ステーションは、他の設置
主体が設置する訪問看護ステーションと比較
して、その経営構造において違いがあると思
われる。
　周知のとおり、営利法人と、医療法人をは
じめとする非営利法人との最大の相違点は、
営利法人においては「営利を目的としている」
のに対して、非営利法人においては「営利を
目的としない」という点である。医療法人が

「営利を目的としない」という点については、
医療法第54条第一項において「医療法人は、
剰余金の配当をしてはならない」と規定され
ている点や、同法第56条第一項における「解
散した医療法人の残余財産は…定款又は寄付
行為の定めるところにより、その帰属すべき
者に帰属する」という規定、同第二項「前項
の規定により処分されない財産は、国庫に帰
属する」という規定などで明確にされている。
当然のことではあるが、これらの規定は医療
法人が収益を上げることを否定するものでは
ない。しかし、（１）で見たように訪問看護ス
テーションの経営という点においては、営利
法人よりも医療法人の方が収益を上げやすい
構造となっている。すなわち、「営利を目的と
している」営利法人よりも「営利を目的とし
ない」非営利法人である医療法人の方が収益
を上げやすいという「ねじれ現象」が起きて
いる。
　そして、訪問看護ステーションを経営する
際に、営利法人は「営利を目的としている」
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３）たとえば、アメリカ合衆国においては２００4年で

男性７5.２歳、女性８０.4歳、中国おいては２０００年で

男性6９.63歳、女性７3.33歳、スウェーデンにおい

ては２００6年で男性７８.5０歳、女性８２.７８歳となって

いる。また、総務省統計局によると、２００4年1０月

１日現在の65歳以上の高齢者人口は、過去最高の

２，4８８万人となり、総人口に占める割合（高齢化

率）も1９.5％に上昇している。また国立社会保障・

人口問題研究所の人口推計によると、高齢化率は

２０14年までに２5％前後に達し、２０4０年頃には、人

口の３分の１が65歳以上となることが見込まれて

いる。厚生統計協会（２００７）参照。

４）田村（1９８4）、７頁- 1０頁。

５）同法において訪問看護とは「…疾病又は負傷等

により、居宅において継続して療養を受ける状態

にあるもの（主治の医師がその治療の必要の程度

につき厚生労働省令で定める基準に適合している

と認めたものに限る。）に対し、その者の居宅に

おいて看護師その他厚生労働省令で定める者が行

う療養上の世話または必要な診察の補助…」であ

ると定められている。

６）ただし、健康保険法第８９条二項の定めにより、

介護保険法第41条一項の規定による指定居宅サー

ビス事業者の指定、もしくは同法第５３条一項の

規定による指定介護予防サービス事業者の指定が

あった時は、指定訪問看護事業者の指定があった

ものとみなされる。

７）以下については、「指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準」（平成11年

厚生省令第3７号）第6０条および第61条を参照。

８）当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業

所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除

することにより、当該事業所の従業者の員数を常

勤の従業者の員数に換算する方法をいう。同省令

第２条七項参照。

９）同省令第6９条参照。

1０）所定の規定とは同省令第７０条第一項のことを指

す。

11）安齋他（２００4）を参照。

1２）例外として、たとえばトヨタ記念病院があげら

れる。トヨタ記念病院は、トヨタ自動車工業（当

てはたとえ営利を目的としていなくても、医
療法人の方が営利法人よりも収益を上げやす
い構造になっている。そのため、医療法人に
おいても収益から費用を差し引いた残余分を
どのように処分するかが大きな問題になるの
だが、この点については、法人の運営者の良
心に任せるより今のところ手段が見当たらな
い。
　このような問題と同時に、営利法人が訪問
看護ステーションを経営しても、医療法人よ
りも収益が上がりにくいという現状をこのま
ま存続させて良いものか、という問題も残る。
確かに、現在のところ規制緩和によりこの分
野に参入する営利法人の数は伸びている。し
かし、営利を目的として参入しても、収益が
上がらず営利を得られないということが明ら
かになってくると、この分野への営利法人の
参入は少なくなってくるのではないか。そし
て、二木が指摘しているような「保健・医療・
福祉複合体」の存在がその背景にあるならば、
営利法人が参入しても収益を上げることはま
すます困難になるであろう。
　このように訪問看護ステーションの経営の
問題においては、その背景に非営利法人とし
ての医療法人の問題が存在しており、制度的
に何らかの解決が図られることが必要不可欠
であると思われるのである。

注
１）群馬パース大学保健科学部看護学科所属。

２）制度と集団の関係について述べたものとしては、

たとえば佐藤・山田（２００4）を参照。両氏による

と、制度は集団や組織の行動を規定する制約条件

になると同時に、利用可能な素材や資源にもなる

という。
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時）が同社の従業員のための診療所として1９3８年

に設置し、1９８７年に名称変更を行っている。また、

日本国有鉄道（国鉄）が所有していた鉄道病院も

同様な例として挙げられる。このうちJR東京総

合病院は、1９２７年に中央鉄道病院として開設され、

国鉄が民営化された後は東日本旅客鉄道株式会社

（JR東日本）が経営主体となっている。

13）特別養護老人ホームは医療法人が直接設置する

ことはできないので、社会福祉法人を別に立ち上

げる必要がある。

14）二木（1９９８）、1０頁- 14頁。

15）同、36頁- 3７頁。

16）同、3８頁。

1７）同、41頁- 43頁。

1８）　医業経営の非営利性等に関する検討会（２００5）、

６頁。

1９）同上、５頁
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